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５月２７日（土）、令和５年度運動会を挙行しました。子どもたちが決めた運動会スロー

ガン「助け合って 全力だしきり 笑顔第一 八幡っ子」を掲げ、運動会本番に向かっ

て、一生懸命に練習してきました。練習を積み重ねるたびに、子どもたちは成長した姿を

たくさん見せてくれました。 

 運動会当日、開会式前の子どもたちには「やる気」がみなぎっていました。運動会が始

まるとスローガンの通り、一生懸命に走り、一生懸命に踊り・舞い、一生懸命に声を出し

て応援をしていました。どの姿も輝いていて、それぞれの顔には全力をだしきった達成感

と自信からの笑顔がありました。数々の感動があったすてきな運動会となりました。 

保護者のみなさまにおかれましては、ご多用の中に早朝からご観覧いただき、ありがと

うございました。子どもたちの「やる気」をさらに引き出していただいたのは、保護者の

みなさまです。みなさまからの熱い声援や温かい拍手は、子どもたちの大きな励みとなっ

ていました。これからも、「八幡っ子」の成長にご支援とご協力をお願いいたします。 

 

 ５月２２日（月）に交通安全教室を行いました。２限の１，２ 

年生では歩行においての安全確認などを、３限の３～６年生では 

自転車の乗り方や安全確認などを、八女警察署や交通安全協会の 

方々（６名）に指導していただきました。 

 子どもの交通事故で多いのは、「飛び出し」です。「飛び出し」を 

しないためには、道路に出る時や道路を横断する時などに、必ず一旦止まることです。それか

ら、右を見て・左を見て・右を見て、安全を確認してから、道路に出たり横断したりします。

止まってから安全確認をするまでにかかる時間は、５秒ほどです。この５秒が自分の命を守り

ます。そして、相手の命を守ります。 

なぜならば、例えば、自転車に乗っていて飛び出してしまった時に、自分が車とぶつかって

ケガをしたり命を失ったりするかもしれませんし、自分が乗っている自転車が歩いている人に

ぶつかって相手にケガをさせたり命を失わせたりするかもしれないからです。 

交通ルール（道路交通法）があるのは、安全に道路を通行し、自分や他の人の命を守るため

にあります。交通安全教室で学んだことを決して忘れることなく、実行してくれることを切に

願っています。 

私はこれまで交通安全教室でたくさんのことをドライバーとしても学びました。「一時停止や

安全確認を怠るなど、交通ルールを守らないと、私が運転している車は“走る凶器”と化す」

ことを自動車のハンドルを握る時に自分で自分に言い聞かせ、安全運転に努めています。 

  

 
 

   ６月 ２日(金) 歯科健診  2年さつまいも苗植え②③ 
      ７日(水) 6年社会科見学[岩戸山歴史文化交流館等] 
      ９日(金) 読み聞かせ 
     １２日(月) 家庭学習強化週間 ＊16日まで 
     １４日(水) 体力テスト②③ 
     １６日(金) 5年生親子活動⑤⑥ 
     ２０日(火) 福岡県学力診断テスト 5年①② 
     ２１日(水) 眼科健診 
     ２５日(日) 日曜学校（学習参観,学級懇談会,保護者学習会,地区懇談会） 
     ２６日(月) 振替休日 
     ２７日(火) 6年租税教室⑥ 
     ２８日(水) 4年「劇団『風の子』」のワークショップ 
     ３０日(金) 児童集会③ 
   ７月 ３日(月) 八幡検定 ＊7日まで 
      ４日(火) 3年親子活動⑤⑥  4年親子活動⑤⑥ 
     １０日(月) 八幡検定チャレンジ週間 ＊14日まで 
     １０日(月)・１１日(火)・１２日(水) 個人面談 
     １４日(金) 読み聞かせ 
     ２１日(金)・２２日(土) 4,5年宿泊訓練[県立少年自然の家「玄海の家」]  
     ２１日(金) 夏休み ＊8月 24日まで 

※ 行事はあくまでも予定であり、変更の可能性があることをご了承ください。 
  

運動会 「助け合って 全力だしきり 笑顔第一 八幡っ子」 

６月・７月の主な行事予定 

交通安全教室  『一旦止まる。そして、安全を確認する。』 

※ 学校ホームページでの掲載においては、個人情報保護のため、画像等の一部を加工しております。 


